
 

 軽自動車税の納税証明書(継続検査用)について  
 

軽自動車の車検（自動車継続検査）を受ける場合、軽自動車税の納税証明書

（継続検査用）が必要になりますので、大切に保管してください。 
 

なお、軽自動車税の納税方法などにより、納税証明書（様式）が異なりますので、

次の説明を参考にしてください。 ※点線で囲んだ部分が納税証明書（継続検査用）です。 
 

【当初納付書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・毎年５月初旬に発送する納付書の場合、領収書の右隣りが納税証明書になります。 
 

・金融機関、コンビニエンスストア、窓口センター、収納課で納められた場合、領収書と一

緒に保管してください。 
 

・再発行納付書、口座振替不能のお知らせには、納税証明書(継続検査用)は付いていませ

んので、別途、窓口センター・市民税課（本庁舎⑩番窓口）・収納課（本庁舎⑫番窓口）

で納税証明書(継続検査用)を取得してください。 
 

【口座振替】 

・口座振替の場合、６月中旬まで

に郵便ハガキ(圧着ハガキ)に

てお送りしています。 
 

・口座振替後に納税証明書を発

送するまで１週間程度かかり

ますので、車検(自動車継続検

査)を受けられる日程にはご

注意ください。 

                              ・PayPay アプリ納付、クレジッ

ト納付で納期限までに納付さ

れた場合は、郵送にて納税証

明書をお送りしています。 

 



 

【窓口交付の納税証明書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・納税証明書(継続検査用)を紛失した場合は、窓口センター・市民税課（本庁舎⑩番窓口）・

収納課(本庁舎⑫番窓口)で再交付の申請をしてください。 
 

・なお、申請時に所有者等の確認のため、免許証や車検証の提示をお願いしておりますの

で、再交付の申請時には免許証と車検証（コピーも可）をご持参ください。 

・納税証明書(継続検査用)の発行手数料は無料です。 

 

軽自動車税(種別割)の課税基準日等について 
 

毎年、『４月１日』現在の所有者(名義人)注)に、 

軽自動車税が課税されます。 

注)所有権留保の車両は、使用者に課税されます。 

 

軽自動車、オートバイ、原付バイクなどを売却・下取り・廃車し

た場合は、名義変更や廃車手続きが完了していることを課税基

準日前までに確認してください。 

 

 

 


